
愛媛県行政文書における性別記載欄の見直し指針 

 

１ 目的等 
ＬＧＢＴＱなど性的マイノリティの人々に対する社会の理解はまだ十分に進

んおらず、多くの当事者が日常生活において様々な生きづらさを感じています。 
自分の性別に違和感を持つ人の中には、各種申請書等に性別記載欄があった場

合、どう記載したらよいのか悩んだり、男女のみから選択することへの抵抗があ
ったりして、精神的苦痛を感じる方もいます。 
県では、このような方々の心情に配慮し、当事者に寄り添った取組として、法

令や国等の定めがあるなどやむを得ない場合を除き、様式中の性別記載欄につい
て、本指針により、不要な場合は削除する等の見直しを進めます。 
 

２ 見直し方法 
(1) 「性別情報が不要である或いは他の書類で確認できる」など、性別記載欄が削

除可能なものは削除する。 
(2) 事業の性質上、やむを得ず性別情報が必要な場合は、以下の例示を参照して性

別記載方法を工夫する。 
   （例）・男性、女性の選択を必須とせず、任意記入の旨を記載する。（例 1） 
      ・男女選択方式から自由記載に変更し、未記入も可とする。（例 2） 
      ・戸籍上の性別を記載してもらう。（例 3）など 
(3) 県民に交付する文書の性別欄については、性別欄が真に必要なもののみ、現行

どおり男又は女と表示するが、性別欄を裏面に移動するなどの配慮を検討する。 
 
※条例等の改正やシステム改修に時間を要するものについては、それまでの間は
運用上の取扱いにより柔軟な対応に努めること。 

※見直し検討の結果、性別記載欄を現行の表記のままで残す必要があるものに 
ついては、必要性について説明し理解・協力が得られるよう努めること。 

  
----------------------〔性別記載欄の表記方法の例示〕------------------------ 
〈例１〉     

     

性別〔  男  女  回答しない 〕 
＊該当に○をつけてください。（記入は任意です。） 

        
〈例２〉 

        
   性別（     ）＊答えたくない方は記入不要です。 

        
〈例３〉 

     ふりがな      

■氏  名  〔                〕 
■性  別  〔      〕 
   ※統計上必要ですので、戸籍上の性別を記入してください。 

       

３ 実施スケジュール 
各所管課において、令和２年４月から、業務の性質や様式の目的に応じて見直

しを開始する。 

 


